
(57)【要約】

【課題】駐車場に駐車している駐車車両に対する追突お

よび当て逃げから防護することができること。

【解決手段】駐車中の駐車車両１を他車両２の追突から

防護する車両追突防護装置２０であって、レーダ装置１

２および撮像装置１４は、駐車車両１の駐車領域を含む

防護領域の監視をし、他車両対応部２０８１は、レーダ

装置１２および撮像装置１４による監視結果、例えば、

他車両が防護領域に侵入した、駐車車両１に追突すると

推定される、または駐車車両１に追突したなどの監視結

果に応じて警告、車両制御支援、防護領域情報提供また

は画像撮影などの対応をする。

【選択図】　　　　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 駐 車 中 の 駐 車 車 両 を 他 車 両 の 追 突 か ら 防 護 す る 車 両 追 突 防 護 装 置 で あ っ て 、
　 前 記 駐 車 車 両 の 駐 車 領 域 を 含 む 防 護 領 域 の 監 視 を す る 防 護 領 域 監 視 手 段 と 、
　 前 記 防 護 領 域 監 視 手 段 に よ る 監 視 結 果 に 応 じ て 前 記 他 車 両 に 対 し 衝 突 を 防 護 す る た め の
通 知 を 行 う 他 車 両 対 応 手 段 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 車 両 追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 駐 車 領 域 は 、 前 記 駐 車 車 両 が 駐 車 す る 駐 車 場 の 白 線 で 区 画 さ れ た 区 画 領 域 で あ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 駐 車 領 域 は 、 前 記 駐 車 車 両 が 駐 車 す る 駐 車 場 の 駐 車 領 域 と 想 定 さ れ る 想 定 領 域 で あ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 駐 車 領 域 は 、 前 記 駐 車 車 両 が ド ア を 開 閉 で き る 、 ま た は 進 入 す る こ と が で き る 前 記
駐 車 場 の 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ２ ま た は ３ に 記 載 の 車 両 追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 防 護 領 域 は 、 前 記 駐 車 領 域 の 周 囲 に 前 記 他 車 両 が 前 記 駐 車 車 両 に 追 突 す る の を 回 避
す る た め の 余 裕 領 域 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 両
追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 監 視 結 果 に 基 づ い て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域 に 侵 入 し た か 否 か を 判 定 す る 防 護 領
域 侵 入 判 定 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域
に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ５ に 記 載 の 車
両 追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 他 車 両 の 軌 跡 か ら 前 記 駐 車 車 両 に 追 突 す る か 否 か を 推 定 す る 車 両 軌 跡 推 定 手 段 を さ
ら に 備 え 、
　 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域
に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 前 記 車 両 軌 跡 推 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 駐 車 車 両 に
追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ６ に 記 載 の
車 両 追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 他 車 両 と 通 信 を 行 う 車 間 通 信 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域
に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 前 記 車 両 軌 跡 推 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 駐 車 車 両 に
追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 前 記 車 間 通 信 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 の 運 転 制 御 を 支
援 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ６ ま た は ７ に 記 載 の 車 両 追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 他 車 両 と 通 信 を 行 う 車 間 通 信 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域
に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 前 記 車 間 通 信 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 に 前 記 駐 車 車 両 の
防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 送 信 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ６ に 記 載 の 車 両 追 突 防
護 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 駐 車 車 両 の 周 囲 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域
に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 前 記 撮 像 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 、 ６ ～ ９ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 両 追 突 防 護 装 置 。
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【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 駐 車 車 両 の 周 囲 の 周 囲 車 両 は 、 前 記 駐 車 車 両 の 周 囲 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を さ ら に 備
え 、
　 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域
に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 前 記 周 囲 車 両 に 前 記 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ６ ～ １ ０ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 両 追 突 防 護 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 駐 車 場 は 、 前 記 駐 車 車 両 の 周 囲 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域
に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 前 記 駐 車 場 に 前 記 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ６ ～ １ １ の い ず れ か 一 つ に 記 載 の 車 両 追 突 防 護 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は 、 車 両 追 突 防 護 装 置 に 関 し 、 特 に 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追
突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き る 車 両 追 突 防 護 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 駐 車 中 の 駐 車 車 両 を 他 車 両 の 追 突 か ら 防 護 す る 車 両 追 突 防 護 装 置 が 知 ら れ て い る
。 例 え ば 、 特 許 文 献 １ で は 、 後 続 の 他 車 両 の 衝 突 の 可 能 性 が 高 い と 、 自 車 両 が 他 車 両 に 警
報 す る 従 来 技 術 が 開 示 さ れ て い る 。 ま た 、 特 許 文 献 ２ で は 、 ユ ー ザ が 駐 車 車 両 か ら 離 れ て
い る 場 合 に 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突 す る と 携 帯 電 話 で ユ ー ザ に 通 知 す る 従 来 技 術 が 開 示
さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 実 用 新 案 登 録 第 ２ ５ ２ ６ ８ １ ６ 号
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ３ １ ７ １ ７ ７ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 特 許 文 献 １ の 従 来 技 術 で は 、 後 続 の 他 車 両 の 衝 突 の 可 能 性 が 高 い と 、 自 車 両 が 他 車 両 に
警 報 す る こ と は で き る 。 ま た 、 ユ ー ザ が 駐 車 車 両 か ら 離 れ て い る 場 合 に 、 他 車 両 が 駐 車 車
両 に 追 突 す る と 携 帯 電 話 で ユ ー ザ に 通 知 す る こ と は で き る が 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車
車 両 に 対 す る 他 車 両 の 追 突 か ら 防 護 す る こ と が で き な い 、 ま た 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突 し
た 場 合 に 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き な い と い う 課 題 が あ っ た 。 特 に 、 駐 車 場 に 駐 車
し て い る 駐 車 車 両 は 、 ユ ー ザ が 乗 車 し て い る 可 能 性 が 低 い の で 、 他 車 両 の 追 突 に 対 し て 無
防 備 で あ り 、 駐 車 車 両 に 対 す る 他 車 両 の 追 突 か ら 防 護 す る こ と が で き な い 、 ま た 他 車 両 が
駐 車 車 両 に 追 突 し た 場 合 に 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き な い と い う 課 題 は 重 要 で あ っ
た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ の 発 明 は 、 上 述 し た 従 来 技 術 に よ る 問 題 点 を 解 消 す る た め に な さ れ た も の で あ り 、 駐
車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き る 車 両
追 突 防 護 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 述 し た 課 題 を 解 決 し 、 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置
は 、 駐 車 中 の 駐 車 車 両 を 他 車 両 の 追 突 か ら 防 護 す る 車 両 追 突 防 護 装 置 で あ っ て 、 前 記 駐 車
車 両 の 駐 車 領 域 を 含 む 防 護 領 域 の 監 視 を す る 防 護 領 域 監 視 手 段 と 、 前 記 防 護 領 域 監 視 手 段
に よ る 監 視 結 果 に 応 じ て 前 記 他 車 両 に 対 し 衝 突 を 防 護 す る た め の 通 知 を 行 う 他 車 両 対 応 手
段 と 、 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
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　 こ の 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 、 駐 車 車 両 の 駐 車 領 域 を 含 む 防 護 領 域 の 監 視 を し 、 監 視 結
果 に 応 じ て 他 車 両 に 対 し 衝 突 を 防 護 す る た め の 通 知 を 行 う こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護
装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、 前 記 駐 車
領 域 は 、 前 記 駐 車 車 両 が 駐 車 す る 駐 車 場 の 白 線 で 区 画 さ れ た 区 画 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と
す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 請 求 項 ２ の 発 明 に よ れ ば 、 駐 車 領 域 は 、 駐 車 車 両 が 駐 車 す る 駐 車 場 の 白 線 で 区 画 さ
れ た 区 画 領 域 で あ る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車
両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ の 発 明 に お い て 、 前 記 駐 車
領 域 は 、 前 記 駐 車 車 両 が 駐 車 す る 駐 車 場 の 駐 車 領 域 と 想 定 さ れ る 想 定 領 域 で あ る こ と を 特
徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の 請 求 項 ３ の 発 明 に よ れ ば 、 駐 車 領 域 は 、 駐 車 車 両 が 駐 車 す る 駐 車 場 の 駐 車 領 域 と 想
定 さ れ る 想 定 領 域 で あ る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐
車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ 、 ２ ま た は ３ の 発 明 に お い
て 、 前 記 駐 車 領 域 は 、 前 記 駐 車 車 両 が ド ア を 開 閉 で き る 、 ま た は 進 入 す る こ と が で き る 前
記 駐 車 場 の 領 域 で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 こ の 請 求 項 ４ の 発 明 に よ れ ば 、 駐 車 領 域 は 、 駐 車 車 両 が ド ア を 開 閉 で き る 、 ま た は 進 入
す る こ と が で き る 駐 車 場 の 領 域 で あ る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐
車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ５ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 つ の 発 明
に お い て 、 前 記 防 護 領 域 は 、 前 記 駐 車 領 域 の 周 囲 に 前 記 他 車 両 が 前 記 駐 車 車 両 に 追 突 す る
の を 回 避 す る た め の 余 裕 領 域 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 こ の 請 求 項 ５ の 発 明 に よ れ ば 、 防 護 領 域 は 、 駐 車 領 域 の 周 囲 に 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突
す る の を 回 避 す る た め の 余 裕 領 域 を 有 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場
に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 す る 余 裕 を 持 つ こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ ま た は ５ の 発 明 に お い て 、
前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域 に 侵 入 し た か 否 か を 判 定 す る 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 を さ ら に 備
え 、 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領
域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 こ の 請 求 項 ６ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告
す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突
か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 ７ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ ま た は ６ の 発 明 に お い て 、
前 記 他 車 両 の 軌 跡 か ら 前 記 駐 車 車 両 に 追 突 す る か 否 か を 推 定 す る 車 両 軌 跡 推 定 手 段 を さ ら
に 備 え 、 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防
護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 前 記 車 両 軌 跡 推 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 駐 車

10

20

30

40

50

(4) JP 2006-11982 A 2006.1.12



車 両 に 追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 こ の 請 求 項 ７ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 他 車 両 が
駐 車 車 両 に 追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装
置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 余 裕 を 持 っ て 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 ８ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ 、 ６ ま た は ７ の 発 明 に お い
て 、 前 記 他 車 両 と 通 信 を 行 う 車 間 通 信 手 段 を さ ら に 備 え 、 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防
護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 前 記
車 両 軌 跡 推 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 駐 車 車 両 に 追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は
、 前 記 車 間 通 信 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 の 運 転 制 御 を 支 援 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の 請 求 項 ８ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 他 車 両 が
駐 車 車 両 に 追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 他 車 両 の 運 転 制 御 を 支 援 す る こ と と し た の
で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 追 突 を 回 避 す る よ う に 制 御 し 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐
車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ９ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ ま た は ６ の 発 明 に お い て 、
前 記 他 車 両 と 通 信 を 行 う 車 間 通 信 手 段 を さ ら に 備 え 、 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領
域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 前 記
車 間 通 信 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 に 前 記 駐 車 車 両 の 防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 送 信 す る こ と
を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 請 求 項 ９ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 他 車
両 に 駐 車 車 両 の 防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 送 信 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、
追 突 を 回 避 し 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ０ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ 、 ６ ～ ９ の い ず れ か 一 つ
の 発 明 に お い て 、 前 記 駐 車 車 両 の 周 囲 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を さ ら に 備 え 、 前 記 他 車 両 対 応
手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定
さ れ る 場 合 は 、 前 記 撮 像 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 こ の 請 求 項 １ ０ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 他
車 両 を 撮 像 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ を 防 ぎ
、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ １ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ 、 ６ ～ １ ０ の 発 明 に お い
て 、 前 記 駐 車 車 両 の 周 囲 の 周 囲 車 両 は 、 前 記 駐 車 車 両 の 周 囲 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を さ ら に
備 え 、 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護
領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 前 記 周 囲 車 両 に 前 記 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す
る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 こ の 請 求 項 １ １ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 周
囲 車 両 に 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 車
両 が 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き な い 場 合 で も 、 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き 、 も っ て 駐
車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 請 求 項 １ 、 ６ ～ １ １ の い ず れ か 一
つ の 発 明 に お い て 、 前 記 駐 車 場 は 、 前 記 駐 車 車 両 の 周 囲 を 撮 像 す る 撮 像 手 段 を さ ら に 備 え
、 前 記 他 車 両 対 応 手 段 は 、 前 記 防 護 領 域 侵 入 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 他 車 両 が 前 記 防 護 領 域
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に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 前 記 駐 車 場 に 前 記 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る こ と
を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 こ の 請 求 項 １ ２ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 駐
車 場 に 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 車 両
や 周 囲 車 両 が 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き な い 場 合 で も 、 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き 、
も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ か ら 防 護 で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 、 駐 車 車 両 の 駐 車 領 域 を 含 む 防 護 領 域 の 監 視 を し 、 監 視 結 果 に
応 じ て 他 車 両 に 対 し 衝 突 を 防 護 す る た め の 通 知 を 行 う よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装
置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で
き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ の 発 明 に よ れ ば 、 駐 車 領 域 は 、 駐 車 車 両 が 駐 車 す る 駐 車 場 の 白 線 で 区 画
さ れ た 区 画 領 域 で あ る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐
車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ の 発 明 に よ れ ば 、 駐 車 領 域 は 、 駐 車 車 両 が 駐 車 す る 駐 車 場 の 駐 車 領 域 と
想 定 さ れ る 想 定 領 域 で あ る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い
る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ の 発 明 に よ れ ば 、 駐 車 領 域 は 、 駐 車 車 両 が ド ア を 開 閉 で き る 、 ま た は 進
入 す る こ と が で き る 駐 車 場 の 領 域 で あ る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場
に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ５ の 発 明 に よ れ ば 、 防 護 領 域 は 、 駐 車 領 域 の 周 囲 に 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追
突 す る の を 回 避 す る た め の 余 裕 領 域 を 有 す る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐
車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 す る 余 裕 を 持 つ こ と が で き る と い う 効
果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 警
告 す る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る
追 突 か ら 防 護 で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 ７ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 他 車 両
が 駐 車 車 両 に 追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 す る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防
護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 余 裕 を 持 っ て 防 護 で き る と い
う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 ８ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 他 車 両
が 駐 車 車 両 に 追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 他 車 両 の 運 転 制 御 を 支 援 す る よ う 構 成 し
た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 追 突 を 回 避 す る よ う に 制 御 し 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い
る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 ９ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 他
車 両 に 駐 車 車 両 の 防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 送 信 す る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置
は 、 追 突 を 回 避 し 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る と
い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
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　 ま た 、 請 求 項 １ ０ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、
他 車 両 を 撮 像 す る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ を
防 ぎ 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ か ら 防 護 で き る と い う 効 果
を 奏 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ １ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、
周 囲 車 両 に 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐
車 車 両 が 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き な い 場 合 で も 、 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き 、 も っ
て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ か ら 防 護 で き る と い う 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ の 発 明 に よ れ ば 、 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、
駐 車 場 に 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る よ う 構 成 し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車
車 両 や 周 囲 車 両 が 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き な い 場 合 で も 、 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で
き 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ か ら 防 護 で き る と い う 効 果 を
奏 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 以 下 に 添 付 図 面 を 参 照 し て 、 こ の 発 明 に 係 る 車 両 追 突 防 護 装 置 の 好 適 な 実 施 例 を 詳 細 に
説 明 す る 。 実 施 例 で は 、 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム に 適 用 す る 場 合 に つ い て 説 明 す る 。 こ こ で
は 、 （ １ ） 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム の 概 要 と 主 要 な 特 徴 、 （ ２ ） 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム の 構
成 、 （ ３ ） 追 突 警 告 手 順 、 （ ４ ） 追 突 推 定 警 告 手 順 、 （ ５ ） 車 両 制 御 支 援 手 順 、 （ ６ ） 防
護 領 域 情 報 提 供 手 順 の 順 番 で 説 明 す る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
（ １ ） 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム の 概 要 と 主 要 な 特 徴
　 ま ず 、 図 １ お よ び 図 ２ を 参 照 し て 、 実 施 例 に 係 る 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム １ ０ の 概 要 と 主
要 な 特 徴 に つ い て 説 明 す る 。 図 １ は 、 実 施 例 に 係 る 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム １ ０ が 搭 載 さ れ
る 駐 車 車 両 １ と 防 護 領 域 を 示 す 図 で あ る 。 ま た 、 図 ２ は 、 実 施 例 に 係 る 車 両 追 突 防 護 シ ス
テ ム １ ０ の 構 成 を 示 す 機 能 ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。 本 発 明 の 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム １ ０ は 、 駐
車 中 の 駐 車 車 両 １ を 他 車 両 の 追 突 か ら 防 護 す る シ ス テ ム で あ っ て 、 図 １ に 示 す よ う に 駐 車
場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き る こ と
を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム １ ０ は 、 レ ー ダ 装 置 １ ２ お よ び 撮 像 装
置 １ ４ が 駐 車 車 両 １ の 駐 車 領 域 を 含 む 防 護 領 域 の 監 視 を し 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 レ
ー ダ 装 置 １ ２ お よ び 撮 像 装 置 １ ４ に よ る 監 視 結 果 に 応 じ て 他 車 両 に 対 し 衝 突 を 防 護 す る た
め の 通 知 を 行 う こ と と し た の で 、 図 １ に 示 す よ う に 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対
す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
（ ２ ） 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム の 構 成
　 次 に 、 図 ２ を 参 照 し て 、 実 施 例 に 係 る 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム １ ０ の 構 成 に つ い て 説 明 す
る 。 同 図 に 示 す よ う に 、 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム １ ０ は 、 レ ー ダ 装 置 １ ２ 、 撮 像 装 置 １ ４ 、
通 信 装 置 １ ６ 、 警 告 装 置 １ ８ 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 レ ー ダ 装 置 １ ２ は 、 駐 車 車 両 １ の 駐 車 領 域 を 含 む 防 護 領 域 の 監 視 を す る 監 視 装 置 で あ り
、 具 体 的 に は 、 駐 車 車 両 １ と 他 車 両 と の 車 間 距 離 を 計 測 す る レ ー ダ な ど の 監 視 装 置 で あ る
。 ま た 、 撮 像 装 置 １ ４ は 、 防 護 領 域 の 監 視 を す る 監 視 装 置 で あ り 、 具 体 的 に は 、 駐 車 車 両
１ の 周 囲 を 撮 像 す る Ｃ Ｃ Ｄ （ Ｃ ｈ ａ ｒ ｇ ｅ 　 Ｃ ｏ ｕ ｐ ｌ ｅ ｄ 　 Ｄ ｅ ｖ ｉ ｃ ｅ ） な ど の 撮 像
装 置 で あ る 。 な お 、 駐 車 領 域 は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 駐 車 車 両 １ が 駐 車 す る 駐 車 場 の 白 線
で 区 画 さ れ た 区 画 領 域 で あ る 。 ま た 、 駐 車 車 両 １ が 駐 車 す る 駐 車 場 の 駐 車 領 域 と 想 定 さ れ
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る 想 定 領 域 で あ る 。 ま た 、 駐 車 車 両 １ が ド ア を 開 閉 で き る 、 ま た は 進 入 す る こ と が で き る
駐 車 場 の 領 域 で あ る 。 ま た 、 防 護 領 域 は 、 駐 車 領 域 の 周 囲 に 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突 す る
の を 回 避 す る た め の 余 裕 領 域 を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 通 信 装 置 １ ６ は 、 通 信 を す る 通 信 装 置 で あ り 、 他 車 両 、 駐 車 車 両 １ の 周 囲 の 周 囲 車 両 ま
た は 駐 車 場 の 通 信 装 置 と 通 信 を す る 。 ま た 、 警 告 装 置 １ ８ は 、 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵
入 し た 、 ま た は 侵 入 す る 可 能 性 が あ る 他 車 両 に 対 し て 警 告 す る 警 告 装 置 で あ り 、 具 体 的 に
は 、 ク ラ ク シ ョ ン ま た は 照 明 ラ ン プ な ど で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 Ｉ Ｆ 部 ２ ０ １ ～ ２ ０ ４ 、 入 力 部 ２ ０ ５ 、 表 示 部 ２ ０ ６ 、 記 憶
部 ２ ０ ７ 、 制 御 部 ２ ０ ８ を 有 す る 。 Ｉ Ｆ 部 ２ ０ １ は 、 レ ー ダ 装 置 １ ２ の レ ー ダ デ ー タ を デ
ジ タ ル 量 に 変 換 し 、 デ ジ タ ル 量 に 変 換 し た レ ー ダ デ ー タ を 制 御 部 ２ ０ ８ に 出 力 す る 入 出 力
イ ン タ フ ェ ー ス 部 で あ る 。 ま た 、 Ｉ Ｆ 部 ２ ０ ２ は 、 撮 像 装 置 １ ４ の 画 像 デ ー タ を デ ジ タ ル
量 に 変 換 し 、 デ ジ タ ル 量 に 変 換 し た 画 像 デ ー タ を 制 御 部 ２ ０ ８ に 出 力 す る 入 出 力 イ ン タ フ
ェ ー ス 部 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 Ｉ Ｆ 部 ２ ０ ３ は 、 制 御 部 ２ ０ ８ と 通 信 装 置 １ ６ と の 間 で 通 信 デ ー タ を 入 出 力 す る 入 出 力
イ ン タ フ ェ ー ス 部 で あ る 。 ま た 、 Ｉ Ｆ 部 ２ ０ ４ は 、 警 告 装 置 １ ８ に 対 す る 制 御 部 ２ ０ ８ の
制 御 信 号 を 出 力 す る 入 出 力 イ ン タ フ ェ ー ス 部 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 入 力 部 ２ ０ ５ は 、 ユ ー ザ の 要 求 、 指 示 ま た は 防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 入 力 す る 入 力 装 置
で あ り 、 具 体 的 に は 、 タ ッ チ パ ネ ル 、 ボ タ ン な ど で あ る 。 ま た 、 表 示 部 ２ ０ ６ は 、 防 護 領
域 の 画 像 な ど を 表 示 す る 画 像 表 示 装 置 で あ り 、 具 体 的 に は 、 Ｌ Ｃ Ｄ （ Ｌ ｉ ｑ ｕ ｉ ｄ 　 Ｃ ｒ
ｙ ｓ ｔ ａ ｌ 　 Ｄ ｉ ｓ ｐ ｌ ａ ｙ ） な ど で あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 記 憶 部 ２ ０ ７ は 、 Ｒ Ａ Ｍ （ Ｒ ａ ｎ ｄ ｏ ｍ 　 Ａ ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ 　 Ｍ ｅ ｍ ｏ ｒ ｙ ） な ど の 記 憶 装
置 で あ り 、 防 護 領 域 情 報 記 憶 部 ２ ０ ７ １ 、 他 車 両 画 像 記 憶 部 ２ ０ ７ ２ を 有 す る 。 防 護 領 域
情 報 記 憶 部 ２ ０ ７ １ は 、 駐 車 車 両 １ の 周 囲 の 防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 部 で あ
り 、 ユ ー ザ が 入 力 部 ２ ０ ５ か ら 入 力 す る 情 報 、 ま た は 撮 像 装 置 １ ４ が 撮 像 し た 画 像 情 報 で
あ る 。 ま た 、 他 車 両 画 像 記 憶 部 ２ ０ ７ ２ は 、 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 し た 他 車 両 に 関
し て 撮 像 装 置 １ ４ が 撮 像 し た 画 像 を 記 憶 す る 記 憶 部 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 制 御 部 ２ ０ ８ は 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ の 全 体 を 制 御 す る 制 御 部 で あ り 、 他 車 両 対 応 部
２ ０ ８ １ を 有 す る 。 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 レ ー ダ 装 置 １ ２ お よ び 撮 像 装 置 １ ４ に よ る
監 視 結 果 に 応 じ て 他 車 両 に 対 し 衝 突 を 防 護 す る た め の 通 知 を 行 う 処 理 部 で あ り 、 防 護 領 域
侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ 、 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ を 有 す る 。 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８
１ ａ は 、 監 視 結 果 に 基 づ い て 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た か 否 か を 判 定 す る 判 定 部 で あ る
。 ま た 、 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ は 、 他 車 両 の 軌 跡 か ら 駐 車 車 両 に 追 突 す る か 否 か を 推
定 す る 推 定 部 で あ る 。 こ こ で 、 図 ３ を 参 照 し て 、 図 ２ に 示 す 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １
ａ お よ び 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ が 他 車 両 の 侵 入 を 判 定 し 、 追 突 を 推 定 す る 場 合 に つ い
て 説 明 す る 。 図 ３ は 、 図 ２ に 示 す 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ お よ び 車 両 軌 跡 推 定 部 ２
０ ８ １ ｂ が 他 車 両 の 侵 入 を 判 定 し 、 追 突 を 推 定 す る 場 合 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 同 図 に 示 す よ う に 、 他 車 両 ２ は 、 後 退 し な が ら 駐 車 場 の 駐 車 領 域 に 駐 車 し よ う と し て い
る 。 駐 車 車 両 １ の 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ が 予 め 防 護 領
域 情 報 記 憶 部 ２ ０ ７ １ か ら 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 情 報 を 読 み 取 り 、 レ ー ダ 装 置 １ ２ お よ び
撮 像 装 置 １ ４ に よ っ て 他 車 両 ２ が 駐 車 車 両 １ に 接 近 し て く る こ と を 識 別 す る と 、 他 車 両 ２
が 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 し た か 否 か を 判 定 す る 。 同 図 に 示 す よ う に 他 車 両 ２ が 駐 車
車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 す る と 、 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ は 、 他 車 両 ２ の 軌 跡 か ら 他 車
両 ２ が 駐 車 車 両 １ に 追 突 す る か 否 か を 推 定 す る 。 こ の よ う に 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １
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ａ お よ び 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ が 他 車 両 ２ の 侵 入 を 判 定 し 、 追 突 を 推 定 し た 結 果 に 基
づ い て 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ が 他 車 両 ２ に 対 し 対 応 す る こ と と し た の で 、 駐 車 場 に 駐 車
し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 か ら 防 護 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 図 ２ の 説 明 に 戻 る と 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ
て 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 す る 。 ま た 、 防 護 領 域 侵 入 判 定
部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０
８ １ ｂ に よ っ て 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護 領 域 に
侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ に よ っ て 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突 す
る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 通 信 装 置 １ ６ に よ っ て 他 車 両 の 運 転 制 御 を 支 援 す る 。 ま た 、
他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵
入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 通 信 装 置 １ ６ に よ っ て 他 車 両 に 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 関 す
る 情 報 を 送 信 す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護 領 域 に
侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 撮 像 装 置 １ ４ に よ っ て 他 車 両 を 撮 像 す る 。 ま た 、 他 車 両 対
応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と
判 定 さ れ る 場 合 は 、 駐 車 車 両 １ の 周 囲 の 車 両 で あ る 周 囲 車 両 に 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要
求 す る 。 ま た 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両
が 防 護 領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 駐 車 場 に 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
（ ３ ） 追 突 警 告 手 順
　 次 に 、 図 ４ を 参 照 し て 、 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ が 防 護 領 域 に 侵 入 し た 他 車 両 に
対 し て 警 告 す る 追 突 警 告 手 順 に つ い て 説 明 す る 。 図 ４ は 、 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０
が 防 護 領 域 に 侵 入 し た 他 車 両 に 対 し て 警 告 す る 追 突 警 告 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る
。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 同 図 に 示 す よ う に 、 ま ず 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ が 起 動 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ １ ） 。 そ
し て 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 情 報 記 憶 部 ２ ０ ７ １ に 記 憶 さ れ た 駐 車 車 両 １ の
防 護 領 域 を 識 別 し 、 レ ー ダ 装 置 １ ２ お よ び 撮 像 装 置 １ ４ に よ っ て 防 護 領 域 を 監 視 す る （ ス
テ ッ プ Ｓ ４ ０ ２ ） 。 さ ら に 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 レ ー ダ 装 置 １ ２ お よ び 撮 像 装 置 １
４ に よ っ て 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ に 接 近 し て く る こ と を 識 別 す る と （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ３ ） 、
防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ は 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 の 防 護 領 域 に 侵 入 し た か 否 か を 判 定
す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ４ ） 。 そ の 結 果 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 の 防 護 領 域 に 侵 入 し て い な い 場
合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ４ 否 定 ） 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 本 手 順 を 終 了 す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 一 方 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 し た 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ４ 肯 定 ） 、 他
車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 警 告 装 置 １ ８ に よ っ て 他 車 両 に 警 告 を す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ５ ）
。 そ し て 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 撮 像 装 置 １ ４ に よ っ て 他 車 両 の 画 像 を 取 得 し 、 記 憶
す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ６ ） 。 同 時 に 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 通 信 装 置 １ ６ を 介 し て 駐
車 車 両 の 周 囲 の 周 囲 車 両 に 他 車 両 の 画 像 を 取 得 す る よ う 要 求 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ７ ） 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 こ の よ う に 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 し て き た 場 合 は 、 車 両 追 突 防 護 装 置
２ ０ は 、 警 告 を し 、 他 車 両 の 画 像 を 撮 影 し 、 ま た 周 囲 車 両 に 他 車 両 の 画 像 を 撮 影 す る よ う
に 要 求 す る こ と と し た の で 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃
げ か ら 防 護 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
（ ４ ） 追 突 推 定 警 告 手 順
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　 次 に 、 図 ５ を 参 照 し て 、 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ が 駐 車 車 両 に 追 突 す る と 推 定 さ
れ る 他 車 両 に 対 し て 警 告 す る 追 突 推 定 警 告 手 順 に つ い て 説 明 す る 。 図 ５ は 、 図 ２ 示 す 車 両
追 突 防 護 装 置 ２ ０ が 駐 車 車 両 に 追 突 す る と 推 定 さ れ る 他 車 両 に 対 し て 警 告 す る 追 突 推 定 警
告 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 な お 、 本 手 順 の ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ １ ～ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０
４ は 、 図 ４ に 示 す 手 順 の ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ １ ～ ス テ ッ プ Ｓ ４ ０ ４ と 同 じ な の で ス テ ッ プ Ｓ ５
０ ５ 以 降 の 手 順 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ に よ っ て 他 車 両 の 軌 跡 か ら 他 車 両
が 駐 車 車 両 １ に 追 突 す る か 否 か を 推 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ５ ） 。 そ の 結 果 、 他 車 両 が 駐
車 車 両 １ に 追 突 す る と 推 定 さ れ な い 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ５ 否 定 ） 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０
８ １ は 、 本 手 順 を 終 了 す る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 一 方 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突 す る と 推 定 さ れ る 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ５ 肯 定 ） 、 他
車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 警 告 装 置 １ ８ に よ っ て 他 車 両 に 警 告 を す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ６ ）
。 そ し て 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 撮 像 装 置 １ ４ に よ っ て 他 車 両 の 画 像 を 取 得 し 、 記 憶
す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ７ ） 。 同 時 に 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 通 信 装 置 １ ６ を 介 し て 駐
車 車 両 の 周 囲 の 周 囲 車 両 に 他 車 両 の 画 像 を 取 得 す る よ う 要 求 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ０ ８ ） 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 こ の よ う に 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 し 、 か つ 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突 す
る と 推 定 さ れ る 場 合 は 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 警 告 を し 、 他 車 両 の 画 像 を 撮 影 し 、 ま
た 周 囲 車 両 に 他 車 両 の 画 像 を 撮 影 す る よ う に 要 求 す る こ と と し た の で 、 駐 車 場 に 駐 車 し て
い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
（ ５ ） 車 両 制 御 支 援 手 順
　 次 に 、 図 ６ を 参 照 し て 、 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ が 駐 車 車 両 に 追 突 す る と 推 定 さ
れ る 他 車 両 に 対 し て 車 両 制 御 を 支 援 す る 車 両 制 御 支 援 手 順 に つ い て 説 明 す る 。 図 ６ は 、 図
２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ が 駐 車 車 両 に 追 突 す る と 推 定 さ れ る 他 車 両 に 対 し て 車 両 制 御
を 支 援 す る 車 両 制 御 支 援 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 な お 、 本 手 順 は 、 図 ４ に 示 す
手 順 と ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ５ お よ び ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ６ を 除 い て 同 じ な の で ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ５ お
よ び ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ６ を 中 心 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ に よ っ て 他 車 両 の 軌 跡 か ら 他 車 両
が 駐 車 車 両 １ に 追 突 す る か 否 か を 推 定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ５ ） 。 そ の 結 果 、 他 車 両 が 駐
車 車 両 １ に 追 突 し な い 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ５ 否 定 ） 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 本 手
順 を 終 了 す る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 一 方 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 に 追 突 す る 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ５ 肯 定 ） 、 他 車 両 対 応 部 ２
０ ８ １ は 、 他 車 両 の 車 両 制 御 を 支 援 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ０ ６ ） 。 す な わ ち 、 他 車 両 対 応 部
２ ０ ８ １ は 、 通 信 装 置 １ ６ を 介 し て 他 車 両 に 対 し て 追 突 を 回 避 す る た め に 車 両 制 御 を 支 援
す る 。 例 え ば 、 他 車 両 に 対 し ブ レ ー キ を 自 動 で 作 動 さ せ る た め の 信 号 を 通 知 す る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 こ の よ う に 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 し 、 か つ 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ に 追 突
す る と 推 定 さ れ る 場 合 は 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 車 両 制 御 を 支 援 し 、 他 車 両 の 画 像 を
撮 影 し 、 ま た 周 囲 車 両 に 他 車 両 の 画 像 を 撮 影 す る よ う に 要 求 す る こ と と し た の で 、 駐 車 場
に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
（ ６ ） 防 護 領 域 情 報 提 供 手 順
　 次 に 、 図 ７ を 参 照 し て 、 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ が 防 護 領 域 に 侵 入 し た 他 車 両 に
対 し て 防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 送 信 す る 防 護 領 域 情 報 提 供 手 順 に つ い て 説 明 す る 。 図 ７ は
、 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ が 防 護 領 域 に 侵 入 し た 他 車 両 に 対 し て 防 護 領 域 に 関 す る
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情 報 を 送 信 す る 防 護 領 域 情 報 提 供 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。 な お 、 本 手 順 は 、 図
４ に 示 す 手 順 と ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ５ を 除 い て 同 じ な の で ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ５ を 中 心 に 説 明 す る
。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ は 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 の 防 護 領 域 に 侵 入 し た か 否 か を 判
定 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ４ ） 。 そ の 結 果 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 の 防 護 領 域 に 侵 入 し て い な い
場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ４ 否 定 ） 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 本 手 順 を 終 了 す る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 一 方 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 し た 場 合 は （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ０ ４ 肯 定 ） 、 他
車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 通 信 装 置 １ ６ を 介 し て 防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 送 信 す る （ ス テ ッ
プ Ｓ ７ ０ ５ ） 。 す な わ ち 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 通 信 装 置 １ ６ を 介 し て 防 護 領 域 に 関
す る 情 報 を 送 信 し て 他 車 両 自 身 で 追 突 を 回 避 す る よ う に 車 両 制 御 を さ せ る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 こ の よ う に 、 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ の 防 護 領 域 に 侵 入 し た 場 合 は 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０
は 、 防 護 領 域 に 関 す る 情 報 を 送 信 し て 他 車 両 自 身 で 追 突 を 回 避 す る よ う に 車 両 制 御 を さ せ
、 他 車 両 の 画 像 を 撮 影 し 、 ま た 周 囲 車 両 に 他 車 両 の 画 像 を 撮 影 す る よ う に 要 求 す る こ と と
し た の で 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ
と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 上 述 し て き た よ う に 、 本 実 施 例 で は 、 レ ー ダ 装 置 １ ２ お よ び 撮 像 装 置 １ ４ は 、 駐 車 車 両
１ の 駐 車 領 域 を 含 む 防 護 領 域 の 監 視 を し 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 監 視 結 果 に 応 じ て 他
車 両 に 対 し 衝 突 を 防 護 す る た め の 通 知 を 行 う こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、
駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 お よ び 当 て 逃 げ か ら 防 護 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 ま た 、 駐 車 領 域 は 、 駐 車 車 両 １ が 駐 車 す る 駐 車 場 の 白 線 で 区 画 さ れ た 区 画 領 域 で あ る こ
と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突
か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 ま た 、 防 護 領 域 は 、 駐 車 領 域 の 周 囲 に 他 車 両 が 駐 車 車 両 １ に 追 突 す る の を 回 避 す る た め
の 余 裕 領 域 を 有 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐
車 車 両 １ に 対 す る 追 突 か ら 防 護 す る 余 裕 を 持 つ こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 ま た 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護
領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 装 置 １ ８ に よ っ て 警 告 す る こ と と し た の で 、 車
両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 ま た 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護
領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ に よ っ て 他 車 両 が 駐 車 車 両 に
追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 警 告 装 置 １ ８ に よ っ て 警 告 す る こ と と し た の で 、 車 両
追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 か ら 余 裕 を 持 っ て 防
護 で き る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 ま た 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護
領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ 、 か つ 車 両 軌 跡 推 定 部 ２ ０ ８ １ ｂ に よ っ て 他 車 両 が 駐 車 車 両 に
追 突 す る こ と が 推 定 さ れ る 場 合 は 、 通 信 装 置 １ ６ を 介 し て 他 車 両 の 運 転 制 御 を 支 援 す る こ
と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 追 突 を 回 避 す る よ う に 制 御 し 、 も っ て 駐 車 場 に
駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 ま た 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護
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領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 通 信 装 置 １ ６ に よ っ て 他 車 両 に 駐 車 車 両 １ の 防 護 領
域 に 関 す る 情 報 を 送 信 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 追 突 を 回 避 し 、 も
っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 追 突 か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 ま た 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護
領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 他 車 両 を 撮 像 す る こ と と し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装
置 ２ ０ は 、 駐 車 車 両 に 対 す る 当 て 逃 げ を 防 ぎ 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対
す る 当 て 逃 げ か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 ま た 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護
領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 周 囲 車 両 に 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る こ と と
し た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 駐 車 車 両 １ が 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き な い 場 合
で も 、 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 １ に 対 す る 当
て 逃 げ か ら 防 護 で き る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 ま た 、 他 車 両 対 応 部 ２ ０ ８ １ は 、 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 ２ ０ ８ １ ａ に よ っ て 他 車 両 が 防 護
領 域 に 侵 入 し た と 判 定 さ れ る 場 合 は 、 駐 車 場 に 他 車 両 を 撮 像 す る こ と を 要 求 す る こ と と し
た の で 、 車 両 追 突 防 護 装 置 ２ ０ は 、 駐 車 車 両 １ や 周 囲 車 両 が 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き
な い 場 合 で も 、 他 車 両 を 撮 像 す る こ と が で き 、 も っ て 駐 車 場 に 駐 車 し て い る 駐 車 車 両 に 対
す る 当 て 逃 げ か ら 防 護 で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 に か か る 車 両 追 突 防 護 装 置 は 、 駐 車 場 に 駐 車 し た 駐 車 車 両 に 適 し
て い る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ８ ４ 】
【 図 １ 】 実 施 例 に 係 る 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム が 搭 載 さ れ る 駐 車 車 両 と 防 護 領 域 を 示 す 図 で
あ る 。
【 図 ２ 】 実 施 例 に 係 る 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム の 構 成 を 示 す 機 能 ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ２ に 示 す 防 護 領 域 侵 入 判 定 部 お よ び 車 両 軌 跡 推 定 部 が 他 車 両 の 侵 入 を 判 定 し 、
追 突 を 推 定 す る 場 合 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た 他 車 両 に 対 し て 警 告 す る 追 突 警
告 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 が 駐 車 車 両 に 追 突 す る と 推 定 さ れ る 他 車 両 に 対 し て 警
告 す る 追 突 推 定 警 告 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 が 駐 車 車 両 に 追 突 す る と 推 定 さ れ る 他 車 両 に 対 し て 車
両 制 御 を 支 援 す る 車 両 制 御 支 援 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ７ 】 図 ２ 示 す 車 両 追 突 防 護 装 置 が 防 護 領 域 に 侵 入 し た 他 車 両 に 対 し て 防 護 領 域 に 関 す
る 情 報 を 送 信 す る 防 護 領 域 情 報 提 供 手 順 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 　 　 １ 　 　 駐 車 車 両
　 　 　 ２ 　 　 他 車 両
　 　 １ ０ 　 　 車 両 追 突 防 護 シ ス テ ム
　 　 １ ２ 　 　 レ ー ダ 装 置
　 　 １ ４ 　 　 撮 像 装 置
　 　 １ ６ 　 　 通 信 装 置
　 　 １ ８ 　 　 警 告 装 置
　 　 ２ ０ 　 　 車 両 追 突 防 護 装 置
　 ２ ０ １ 、 ２ ０ ２ 、 ２ ０ ３ 、 ２ ０ ４ 　 　 Ｉ Ｆ 部

10

20

30

40

50

(12) JP 2006-11982 A 2006.1.12



　 ２ ０ ５ 　 　 入 力 部
　 ２ ０ ６ 　 　 表 示 部
　 ２ ０ ７ 　 　 記 憶 部
　 ２ ０ ８ 　 　 制 御 部
２ ０ ７ １ 　 　 防 護 領 域 情 報 記 憶 部
２ ０ ７ ２ 　 　 他 車 両 画 像 記 憶 部
２ ０ ８ １ 　 　 他 車 両 対 応 部
２ ０ ８ １ ａ 　 　 防 護 領 域 侵 入 判 定 部
２ ０ ８ １ ｂ 　 　 車 両 軌 跡 推 定 部

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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